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(57)【要約】
【課題】空気中の帯電粒子により頭髪及び頭皮の環境を
改善させる効果を向上させるヘアドライヤを提供する。
【解決手段】ヘアドライヤは、空気イオン（帯電粒子）
を含んだ空気を放出する。また、ヘアドライヤは、ハウ
ジング１の排気口に連結して使用者の頭部を覆うための
カバー体３を備えている。ヘアドライヤは、カバー体３
の開口部３１を使用者の頭部に対向させて使用される。
排気口から放出された空気はカバー体３内に滞留し、空
気に含まれる空気イオンは、使用者の頭部のカバー体３
で覆われた部分に集中して作用する。頭髪及び頭皮には
高密度の空気イオンが作用し、また、頭髪及び頭皮に空
気イオンが作用する時間が長くなる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸気口及び排気口を有するハウジングと、空気中に帯電粒子を発生させる帯電粒子発生
部とを備え、帯電粒子を含んだ空気を前記排気口から放出するヘアドライヤにおいて、
　開口部を有し、使用者の頭部に前記開口部を対向させて前記頭部の一部を覆うためのカ
バー体を備え、
　該カバー体は、前記排気口に連結し前記開口部を終端とする風路を構成すること
　を特徴とするヘアドライヤ。
【請求項２】
　空気を加温する加温部を更に備え、
　前記カバー体は、前記ハウジングに対して着脱可能になっており、
　前記加温部は、前記カバー体が前記ハウジングに装着された状態では空気を加温しない
ようになっていること
　を特徴とする請求項１に記載のヘアドライヤ。
【請求項３】
　前記カバー体が前記ハウジングに装着された場合に押下されるスイッチを更に備え、
　前記加温部は、前記スイッチが押下されている場合に空気を加温せず、前記スイッチが
押下されていない場合に空気の加温を可能にすること
　を特徴とする請求項２に記載のヘアドライヤ。
【請求項４】
　空気を加温する加温部を更に備え、
　前記カバー体は、前記ハウジングに対して着脱可能になっており、
　前記加温部は、
　空気の温度を所定の温度範囲に保つべく空気を加温する第１のモードと、空気の温度を
前記所定の温度範囲よりも高温まで加温する第２のモードとを切り替え可能であり、
　前記カバー体が前記ハウジングに装着された状態では前記第２のモードでは動作しない
ようになっていること
　を特徴とする請求項１に記載のヘアドライヤ。
【請求項５】
　前記カバー体が前記ハウジングに装着された場合に押下されるスイッチを更に備え、
　前記加温部は、前記スイッチが押下されている場合に前記第２のモードでは動作せず、
前記スイッチが押下されていない場合に前記第２のモードで動作可能であること
　を特徴とする請求項４に記載のヘアドライヤ。
【請求項６】
　前記カバー体が前記ハウジングから離脱した状態で前記排気口に連結するように前記ハ
ウジングに装着されることが可能なノズルを更に備え、
　前記ノズルは、前記ハウジングに装着された状態で前記スイッチを押下しない形状にな
っていること
　を特徴とする請求項３又は５に記載のヘアドライヤ。
【請求項７】
　前記加温部は、空気の温度が所定の温度以上にならないようにすること
　を特徴とする請求項２から６までのいずれか一つに記載のヘアドライヤ。
【請求項８】
　前記カバー体は、使用者の頭部に一部が接触して前記頭部を刺激するための頭部刺激体
を風路内に備えており、
　前記頭部刺激体は、前記頭部に先端が接触するための複数の棒状体を有すること
　を特徴とする請求項１から７までのいずれか一つに記載のヘアドライヤ。
【請求項９】
　前記カバー体は、凹面を有し該凹面が使用者の頭部に対向するように前記頭部に被さる
ための椀状体を風路内に備えており、
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　前記椀状体は、空気を通過させる複数の孔が形成されており、前記頭部に接触するため
の複数の突起が前記凹面に設けられていること
　を特徴とする請求項１から７までのいずれか一つに記載のヘアドライヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、帯電粒子を含んだ空気を放出するヘアドライヤに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ヘアドライヤは、円筒状のハウジングの内部に送風機を備え、ハウジングの内部を風路
として、吸入した空気を放出口から放出する。使用者は、ヘアドライヤからの空気を頭髪
に当てることにより、頭髪を乾燥させることができる。従来、空気イオン等の帯電粒子を
含んだ空気を放出するヘアドライヤが利用されている。帯電粒子を含んだ空気を使用者の
頭部に当てることにより、頭髪及び頭皮に対して除電、除菌及び保湿が行われる等、頭髪
及び頭皮の環境が改善されることが知られている。特許文献１には、帯電粒子を含んだ空
気を放出するヘアドライヤが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】登録実用新案第３１８４９５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来のヘアドライヤは、帯電粒子を含んだ空気を放出するのみであるので、頭髪及び頭
皮に作用する帯電粒子の密度は低く、また作用する時間は短い。このため、空気イオンが
頭髪及び頭皮の環境を改善する効果が低いという問題がある。
【０００５】
　本発明は、斯かる事情に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、空気
中の帯電粒子により頭髪及び頭皮の環境を改善させる効果を向上させるヘアドライヤを提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係るヘアドライヤは、吸気口及び排気口を有するハウジングと、空気中に帯電
粒子を発生させる帯電粒子発生部とを備え、帯電粒子を含んだ空気を前記排気口から放出
するヘアドライヤにおいて、開口部を有し、使用者の頭部に前記開口部を対向させて前記
頭部の一部を覆うためのカバー体を備え、該カバー体は、前記排気口に連結し前記開口部
を終端とする風路を構成することを特徴とする。
【０００７】
　本発明に係るヘアドライヤは、空気を加温する加温部を更に備え、前記カバー体は、前
記ハウジングに対して着脱可能になっており、前記加温部は、前記カバー体が前記ハウジ
ングに装着された状態では空気を加温しないようになっていることを特徴とする。
【０００８】
　本発明に係るヘアドライヤは、前記カバー体が前記ハウジングに装着された場合に押下
されるスイッチを更に備え、前記加温部は、前記スイッチが押下されている場合に空気を
加温せず、前記スイッチが押下されていない場合に空気の加温を可能にすることを特徴と
する。
【０００９】
　本発明に係るヘアドライヤは、空気を加温する加温部を更に備え、前記カバー体は、前
記ハウジングに対して着脱可能になっており、前記加温部は、空気の温度を所定の温度範
囲に保つべく空気を加温する第１のモードと、空気の温度を前記所定の温度範囲よりも高
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温まで加温する第２のモードとを切り替え可能であり、前記カバー体が前記ハウジングに
装着された状態では前記第２のモードでは動作しないようになっていることを特徴とする
。
【００１０】
　本発明に係るヘアドライヤは、前記カバー体が前記ハウジングに装着された場合に押下
されるスイッチを更に備え、前記加温部は、前記スイッチが押下されている場合に前記第
２のモードでは動作せず、前記スイッチが押下されていない場合に前記第２のモードで動
作可能であることを特徴とする。
【００１１】
　本発明に係るヘアドライヤは、前記カバー体が前記ハウジングから離脱した状態で前記
排気口に連結するように前記ハウジングに装着されることが可能なノズルを更に備え、前
記ノズルは、前記ハウジングに装着された状態で前記スイッチを押下しない形状になって
いることを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係るヘアドライヤは、前記加温部は、空気の温度が所定の温度以上にならない
ようにすることを特徴とする。
【００１３】
　本発明に係るヘアドライヤは、前記カバー体は、使用者の頭部に一部が接触して前記頭
部を刺激するための頭部刺激体を風路内に備えており、前記頭部刺激体は、前記頭部に先
端が接触するための複数の棒状体を有することを特徴とする。
【００１４】
　本発明に係るヘアドライヤは、前記カバー体は、凹面を有し該凹面が使用者の頭部に対
向するように前記頭部に被さるための椀状体を風路内に備えており、前記椀状体は、空気
を通過させる複数の孔が形成されており、前記頭部に接触するための複数の突起が前記凹
面に設けられていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明にあっては、頭髪及び頭皮には高密度の帯電粒子が作用し、頭髪及び頭皮に帯電
粒子が作用する時間が長くなる。従って、ヘアドライヤが放出する空気に含まれる帯電粒
子により頭髪及び頭皮の環境が改善される効果が向上する等、本発明は優れた効果を奏す
る。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】実施形態１に係るヘアドライヤの側面図である。
【図２】実施形態１に係るヘアドライヤの斜視図である。
【図３】カバー体をハウジングから分離した状態のヘアドライヤの側面図である。
【図４】カバー体をハウジングから分離した状態のヘアドライヤの斜視図である。
【図５】実施形態１に係るヘアドライヤの使用形態例を示す模式図である。
【図６】実施形態１に係るヘアドライヤの内部構造を示す側断面図である。
【図７】ハウジングにノズルが装着された状態のヘアドライヤの側面図である。
【図８】ノズルをハウジングから分離した状態のヘアドライヤの斜視図である。
【図９】実施形態２に係るヘアドライヤの側面図である。
【図１０】カバー体の内部を示した実施形態２に係るヘアドライヤの模式的側面図である
。
【図１１】椀状体の模式的断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下本発明をその実施の形態を示す図面に基づき具体的に説明する。
（実施形態１）
　図１は、実施形態１に係るヘアドライヤの側面図であり、図２は、実施形態１に係るヘ
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アドライヤの斜視図である。ヘアドライヤは、筒状のハウジング１にグリップ２を取り付
けた構成になっている。ハウジング１の一端は吸気口１１になっており、他端は排気口１
２になっており、ハウジング１の内部は風路になっている。吸気口１１には、網板状の吸
気口カバーが取り付けられている。吸気口カバーを通過した空気が吸気口１１からハウジ
ング１内へ吸入される。なお、吸気口１１はハウジング１の側面に設けられていてもよい
。グリップ２には、使用者がヘアドライヤを動作させるために操作する操作部２１が設け
られている。また、グリップ２には、図示しない電源コードが連結されており、ヘアドラ
イヤは電源コードを介して外部から電力を供給される。また、ヘアドライヤは、使用者の
頭部の一部を覆うように使用されるカバー体３を備えており、カバー体３はハウジング１
に対して着脱可能になっている。
【００１８】
　図３は、カバー体３をハウジング１から分離した状態のヘアドライヤの側面図であり、
図４は、カバー体３をハウジング１から分離した状態のヘアドライヤの斜視図である。カ
バー体３は、略筒状であり、風路を構成している。風路の一端は、カバー体３がハウジン
グ１に装着される際に排気口１２に連結される連結口３２になっている。風路の他端は、
排気口１２よりも大きい開口部３１になっている。カバー体３がハウジング１に装着され
た状態では、排気口１２から放出された空気は、カバー体３内の風路を通り、開口部３１
から放出される。
【００１９】
　図５は、実施形態１に係るヘアドライヤの使用形態例を示す模式図である。使用者は、
開口部３１を使用者の頭部に対向させ、カバー体３で頭部の一部を覆うようにして、ヘア
ドライヤを保持する。このとき、開口部３１は、使用者の頭部に接触又は近接している。
排気口１２から放出された空気は、使用者の頭部のカバー体３で覆われた部分に吹き付け
られる。カバー体３は、風路内に、使用者の頭部を刺激するための頭部刺激体３３を備え
ている。図４に示すように、頭部刺激体３３は、人の手を模した形状になっている。頭部
刺激体３３は、指を模した複数の棒状体３３１を有している。複数の棒状体３３１は、先
端を開口部３１を通してカバー体３の外側へ向けて配置されている。図５に示すようにヘ
アドライヤを使用した場合は、頭部刺激体３３は使用者の頭部に接触する。特に、各棒状
体３３１は、頭髪をかき分けて先端が頭皮に接触し、頭皮を刺激する。この様にして、頭
部刺激体３３は使用者の頭部を刺激することができる。
【００２０】
　また、カバー体３は、頭部刺激体３３がカバー体３の本体に連結する部分に弾性部品を
備えている。頭部刺激体３３が必要以上に強い力で使用者の頭部に押し付けられた場合で
も、押し付ける力は弾性部品に吸収され、頭部には適度な刺激が与えられる。
【００２１】
　図６は、実施形態１に係るヘアドライヤの内部構造を示す側断面図である。ハウジング
１の内部には、ハウジング１の筒長方向に送風する送風機１４が配置されている。図６に
は送風機１４が軸流ファンである例を示している。送風機１４が動作することによって、
外部の空気が吸気口１１から吸入され、ハウジング１の内部を風路として気流が発生し、
排気口１２から気流が放出される。送風機１４と排気口１２との間には、空気を加温する
ヒータ１５が配置されている。例えば、ヒータ１５は、ハウジング１内に配置された支持
板に電熱線を巻き付けた構成となっている。ヒータ１５は、ハウジング１内の空気を加温
し、排気口１２から放出される気流を温風にする。
【００２２】
　ヘアドライヤは、空気中に空気イオン（帯電粒子）を発生させるイオン発生ユニット（
帯電粒子発生部）１６を備えている。イオン発生ユニット１６は、ハウジング１内に配置
されている。イオン発生ユニット１６は、針状の放電電極と、放電電極の周囲を囲む円環
状の誘導電極とを備えている。放電電極と誘電電極との間に電圧が印加されてコロナ放電
が発生し、コロナ放電によって放電電極の周囲に空気イオンが発生する。イオン発生ユニ
ット１６は、Ｈ+ （Ｈ2 Ｏ）m 等の正の空気イオンとＯ2

-（Ｈ2 Ｏ）n 等の負の空気イオ
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ンとの両方を発生させるために、放電電極及び誘電電極の組を二組有している。イオン発
生ユニット１６は、ハウジング１内の空気中に、正及び負の空気イオンを発生させる。イ
オン発生ユニット１６が発生させた空気イオンは、ハウジング１内の空気に混入し、空気
イオンを含んだ気流が排気口１２から放出される。
【００２３】
　ヘアドライヤは、各部分の動作を制御する制御部１７を備えている。制御部１７は、操
作部２１、送風機１４、ヒータ１５及びイオン発生ユニット１６に接続されている。制御
部１７は、操作部２１が受け付けた使用者からの操作に従って、送風機１４、ヒータ１５
及びイオン発生ユニット１６の動作を制御する。ヒータ１５及び制御部１７は、加温部に
対応する。
【００２４】
　更に、ヘアドライヤは、カバー体３がハウジング１に装着された場合に押下される押下
スイッチ１３を備えている。図４及び図６に示すように、押下スイッチ１３は、ハウジン
グ１に装着されるカバー体３に対向する位置に配置されている。押下スイッチ１３は、カ
バー体３がハウジング１に装着された場合に押下された状態になっており、カバー体３が
装着されていない場合は押下されていない状態になる。押下スイッチ１３は、制御部１７
に接続されている。制御部１７は、押下スイッチ１３が押下されている場合に、ヒータ１
５の動作を禁止する。また、制御部１７は、押下スイッチ１３が押下されていない場合に
、ヒータ１５の動作を可能にする。この様に、ヘアドライヤは、カバー体３がハウジング
１に装着された状態ではヒータ１５で空気を加温しないようになっている。
【００２５】
　図５に示す状態で、使用者が操作部２１を操作した場合、制御部１７は、送風機１４及
びイオン発生ユニット１６を動作させる。空気イオンを含んだ空気が排気口１２から放出
され、カバー体３内の風路を通り、使用者の頭部に当たる。放出された空気は直ぐには散
逸せず、使用者の頭部の一部を覆うカバー体３の内部にある程度の時間滞留する。このた
め、空気に含まれる空気イオンは、散逸せずにカバー体３の内部に滞留し、使用者の頭部
のカバー体３で覆われた部分に集中して作用する。空気イオンが集中して作用することに
より、カバー体３で覆われた部分に含まれる頭髪及び頭皮には、従来よりも高密度の空気
イオンが作用する。空気イオンがカバー体３の内部に滞留することにより、頭髪及び頭皮
に空気イオンが作用する時間が従来よりも長くなる。また、頭部刺激体３３の複数の棒状
体３３１が頭髪をかき分けた状態で空気イオンを含んだ空気が頭部に当たるので、空気イ
オンが頭髪及び頭皮に効率的に接触し、空気イオンは高い効率で頭髪及び頭皮に作用する
。このため、頭髪及び頭皮に対して除電、除菌及び保湿が行われる等、頭髪及び頭皮の環
境が改善される効果が向上する。また、使用者の頭皮は頭部刺激体３３によって刺激され
ながら空気イオンが作用することにより、頭皮の環境が改善される効果の向上がより期待
される。
【００２６】
　また、カバー体３がハウジング１に装着された状態では、ヒータ１５で空気を加温しな
いので、加温された空気が排気口１２から放出されることは無い。空気が加温されている
場合、加温された空気が使用者の頭部の一部に集中して当たり続けることとなり、放熱も
困難であるので、使用者が火傷を負う虞がある。本実施形態では、カバー体３がハウジン
グ１に装着された状態では空気は加温されないので、加温されていない空気が使用者の頭
部に当たることになり、使用者が火傷を負う可能性は低い。
【００２７】
　また、制御部１７は、図示しない温度センサを用いて、ハウジング１内の風路を通る空
気の温度を測定し、空気の温度が所定の温度以上にならないように、温度の測定結果に応
じてヒータ１５の動作を制御する。例えば、制御部１７は、ＰＩＤ（Proportional-Integ
ral-Differential）制御により、空気の温度を調整する。損傷等の原因により押下スイッ
チ１３が正常に動作しなかった場合は、カバー体３がハウジング１に装着された状態でも
空気が加温され、使用者が火傷を負う虞がある。本実施形態では、所定の温度以上になら
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ないように空気の温度を調整することにより、押下スイッチ１３が正常に動作しなかった
場合でも、火傷の発生を抑制する。
【００２８】
　更に、ヘアドライヤは、ハウジング１に対して着脱可能なノズル４を備えている。図７
は、ハウジング１にノズル４が装着された状態のヘアドライヤの側面図であり、図８は、
ノズル４をハウジング１から分離した状態のヘアドライヤの斜視図である。ノズル４は、
カバー体３と交換してハウジング１に装着される。ノズル４は、排気口１２に連結してハ
ウジング１に装着され、排気口１２から放出された空気を絞って放出する。また、ノズル
４は、ハウジング１に装着された場合に押下スイッチ１３を押下しない形状になっている
。従って、ノズル４がハウジング１に装着された状態で、制御部１７はヒータ１５を動作
させ、ヒータ１５は空気を加温し、加温された空気がノズル４を通って放出される。使用
者は、従来のヘアドライヤと同様に、加温された空気を利用して乾燥の作業を行うことが
できる。
【００２９】
（実施形態２）
　図９は、実施形態２に係るヘアドライヤの側面図であり、図１０は、カバー体３１の内
部を示した実施形態２に係るヘアドライヤの模式的側面図である。図１０では、カバー体
３の内部を示しており、カバー体３の外形は破線で示している。ヘアドライヤのカバー体
３以外の構成は、実施形態１と同様である。カバー体３は、開口部３１を有しており、更
に、風路内に椀状体３４を備えている。椀状体３４は、一面が凹面、他面が凸面となった
椀状になっている。凹面の曲率は人間の頭部と同程度である。椀状体３４は、開口部３１
を通してカバー体３の外側へ凹面を向けて配置されている。椀状体３４は、取り付け具３
５を介してカバー体３の本体に取り付けられている。図１１は、椀状体３４の模式的断面
図である。椀状体３４には複数の孔３４１が形成されている。また、椀状体３４の凹面に
は複数の突起３４２が設けられている。
【００３０】
　使用者は、実施の形態１と同様に、開口部３１を使用者の頭部に対向させ、カバー体３
で頭部の一部を覆うようにして、ヘアドライヤを保持する。このとき、開口部３１は使用
者の頭部に接触又は近接し、椀状体３４は凹面を使用者の頭部に対向させて頭部の一部に
被さる。椀状体３４の凹面が使用者の頭部に接触又は近接し、突起３４２が頭髪をかき分
けて頭皮に接触し、頭皮を刺激する。取り付け具３５は、椀状体３４を頭部へ押し付ける
力を吸収する機能を有している。椀状体３４が必要以上に強い力で使用者の頭部に押し付
けられた場合でも、押し付ける力は取り付け具３５に吸収され、頭部には適度な刺激が与
えられる。
【００３１】
　使用者がヘアドライヤを動作させた場合、空気イオンを含んだ空気が排気口１２から放
出され、散逸せずにカバー体３の内部に滞留する。空気イオンを含んだ空気は、孔３４１
を通り、使用者の頭部に接触する。このため、空気イオンは、使用者の頭部の椀状体３４
で覆われた部分に集中して作用する。頭髪及び頭皮には、従来よりも高密度の空気イオン
が作用し、頭髪及び頭皮に空気イオンが作用する時間が従来よりも長くなる。また、突起
３４２が頭髪をかき分けた状態で空気イオンを含んだ空気が頭部に当たるので、空気イオ
ンが頭髪及び頭皮に効率的に接触し、空気イオンは高い効率で頭髪及び頭皮に作用する。
従って、本実施形態においても、空気イオンによって頭髪及び頭皮の環境が改善される効
果が向上する。また、使用者の頭皮が突起３４２によって刺激されながら空気イオンが作
用することにより、頭皮の環境が改善される効果の向上がより期待される。
【００３２】
（実施形態３）
　実施形態３に係るヘアドライヤの構成は実施形態１又は２と同様である。本実施形態に
おいては、制御部１７は、ヒータ１５を動作させて空気を加温する際に、空気の温度を比
較的低温の所定の温度範囲に保つ第１のモードと、空気の温度をより高温まで加温する第
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２のモードとを切り替えることが可能である。第１のモードでは、制御部１７は、図示し
ない温度センサを用いて、ハウジング１内の風路を通る空気の温度を測定し、空気の温度
が所定の温度範囲内に保たれるように、温度の測定結果に応じてヒータ１５の動作を制御
する。第２のモードでは、制御部１７は、第１のモードでの温度範囲よりも高温まで空気
を加温するように、温度の測定結果に応じてヒータ１５の動作を制御する。使用者は、操
作部２１を操作して、第１のモードと第２のモードとの相互の切り替えを指示することが
できる。制御部１７は、操作部２１の操作に応じて、第１のモードと第２のモードとを切
り替え、第１又は第２のモードでヒータ１５を動作させる。
【００３３】
　本実施形態においても、ヘアドライヤは、カバー体３がハウジング１に装着された場合
に押下される押下スイッチ１３を備えている。押下スイッチ１３は、カバー体３がハウジ
ング１に装着された場合に押下された状態になっており、カバー体３が装着されていない
場合は押下されていない状態になる。押下スイッチ１３は、制御部１７に接続されている
。本実施形態においては、制御部１７は、押下スイッチ１３が押下されている場合に、第
２のモードでヒータ１５を動作させることを禁止する。また、制御部１７は、押下スイッ
チ１３が押下されていない場合に、第２のモードでヒータ１５を動作させることを可能に
する。この様に、制御部１７及びヒータ１５は、カバー体３がハウジング１に装着された
状態では、第２のモードでは動作せず、第１のモードで空気を加温するようになっている
。
【００３４】
　本実施形態においても、ヘアドライヤは実施形態１及び２と同様に使用される。排気口
１２から放出された空気に含まれる空気イオンは、散逸せずに、使用者の頭部の一部を覆
うカバー体３の内部に滞留し、使用者の頭部のカバー体３で覆われた部分に集中して作用
する。従って、実施形態１及び２と同様に、空気イオンによって頭髪及び頭皮の環境が改
善される効果が向上する。また、本実施形態では、カバー体３がハウジング１に装着され
た状態では、制御部１７及びヒータ１５は、第２のモードでは動作せず、第１のモードで
空気を加温する。温度が比較的低温の所定の温度範囲内に保たれた空気が使用者の頭部に
当たることになり、使用者が火傷を負う可能性は低い。
【００３５】
　また、本実施形態においても、制御部１７は、温度センサを用いて、空気の温度が所定
の温度以上にならないようにヒータ１５の動作を制御する。従って、ヘアドライヤは、押
下スイッチ１３が正常に動作しなかった場合でも、火傷の発生を抑制する。
【００３６】
　なお、以上の実施形態１～３においては、カバー体３がハウジング１に装着されている
場合に制御部１７がヒータ１５の動作を制限する形態を示したが、ヘアドライヤは、ヒー
タ１５を動作させるための回路を押下スイッチ１３が押下された場合に機械的にオフにす
る機構を備えていてもよい。また、実施形態１～３においては、押下スイッチ１３を用い
てカバー体３がハウジング１に装着されていることを検出する形態を示したが、ヘアドラ
イヤは、その他の方法でカバー体３がハウジング１に装着されていることを検出する形態
であってもよい。例えば、ヘアドライヤは、接触スイッチ等、押下スイッチ以外のスイッ
チを用いてカバー体３がハウジング１に装着されていることを検出する。また例えば、カ
バー体３は、ハウジング１に装着された場合に制御部１７に接続する回路を有しており、
制御部１７は、回路が接続したことを検出することによって、カバー体３がハウジング１
に装着されたことを検出する。カバー体３がハウジング１に装着されたことを検出した場
合に、制御部１７は、空気の加温を禁止するか、又は第２のモードでの動作を禁止する。
【００３７】
　また、実施形態１～３においては、帯電粒子発生部がイオン発生ユニット１６である形
態を示したが、ヘアドライヤは、空気イオン以外の帯電粒子を空気中に発生させる帯電粒
子発生部を備えた形態であってもよい。例えば、ヘアドライヤは、帯電水を生成して空気
中に放出する帯電粒子発生部を備えていてもよい。帯電粒子発生部が空気イオン以外の帯
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電粒子を発生させる形態においても、帯電粒子の作用によって頭髪及び頭皮の環境が改善
される効果が得られる。また、ヘアドライヤは、ヒータ１５を備えていない形態であって
もよい。
【００３８】
　以上のように、本発明に係るヘアドライヤは、吸気口（１１）及び排気口（１２）を有
するハウジング（１）と、空気中に帯電粒子を発生させる帯電粒子発生部（１６）とを備
え、帯電粒子を含んだ空気を前記排気口（１２）から放出するヘアドライヤにおいて、開
口部（３１）を有し、使用者の頭部に前記開口部（３１）を対向させて前記頭部の一部を
覆うためのカバー体（３）を備え、該カバー体（３）は、前記排気口（１２）に連結し前
記開口部（３１）を終端とする風路を構成することを特徴とする。
【００３９】
　本発明においては、ヘアドライヤは、帯電粒子発生部（１６）を備える。また、ヘアド
ライヤは、ハウジング（１）の排気口（１２）に連結して使用者の頭部を覆うためのカバ
ー体（３）を備えている。ヘアドライヤは、カバー体（３）の開口部（３１）を使用者の
頭部に対向させて使用される。ハウジング（１）の排気口（１２）からは帯電粒子を含ん
だ空気が放出され、放出された空気はカバー体（３）内に滞留する。空気に含まれる帯電
粒子は、使用者の頭部のカバー体（３）で覆われた部分に集中して作用する。
【００４０】
　本発明に係るヘアドライヤは、空気を加温する加温部（１５，１７）を更に備え、前記
カバー体（３）は、前記ハウジング（１）に対して着脱可能になっており、前記加温部（
１５，１７）は、前記カバー体（３）が前記ハウジング（１）に装着された状態では空気
を加温しないようになっていることを特徴とする。
【００４１】
　本発明においては、カバー体（３）はハウジング（１）に対して着脱可能であり、ヘア
ドライヤは、カバー体（３）がハウジング（１）に装着された状態では空気を加温しない
。カバー体（３）をハウジング（１）に装着してヘアドライヤを使用する場合、使用者の
頭部の一部に空気が集中して当たるものの、空気は加温されておらず、使用者が火傷を負
う可能性は低い。
【００４２】
　本発明に係るヘアドライヤは、前記カバー体（３）が前記ハウジング（１）に装着され
た場合に押下されるスイッチ（１３）を更に備え、前記加温部（１５，１７）は、前記ス
イッチ（１３）が押下されている場合に空気を加温せず、前記スイッチ（１３）が押下さ
れていない場合に空気の加温を可能にすることを特徴とする。
【００４３】
　本発明においては、ヘアドライヤは、カバー体（３）がハウジング（１）に装着された
場合に押下されるスイッチ（１３）を備える。スイッチ（１３）が押下された場合、ヘア
ドライヤは空気の加温を行わない。このため、カバー体（３）がハウジング（１）に装着
された状態では空気が加温されない。
【００４４】
　本発明に係るヘアドライヤは、空気を加温する加温部（１５，１７）を更に備え、前記
カバー体（３）は、前記ハウジング（１）に対して着脱可能になっており、前記加温部（
１５，１７）は、空気の温度を所定の温度範囲に保つべく空気を加温する第１のモードと
、空気の温度を前記所定の温度範囲よりも高温まで加温する第２のモードとを切り替え可
能であり、前記カバー体（３）が前記ハウジング（１）に装着された状態では前記第２の
モードでは動作しないようになっていることを特徴とする。
【００４５】
　本発明においては、ヘアドライヤは、比較的低温の所定範囲内に温度を保つように空気
を加温する第１のモードと、より高温まで空気を加温する第２のモードとを切り替えて空
気を加温する。カバー体（３）はハウジング（１）に対して着脱可能であり、ヘアドライ
ヤは、カバー体（３）がハウジング（１）に装着された状態では第２のモードで空気を加
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温しない。カバー体（３）をハウジング（１）に装着してヘアドライヤを使用する場合、
ヘアドライヤは第１のモードで空気を加温し、空気の温度は低温に保たれ、使用者が火傷
を負う可能性は低い。
【００４６】
　本発明に係るヘアドライヤは、前記カバー体（３）が前記ハウジング（１）に装着され
た場合に押下されるスイッチ（１３）を更に備え、前記加温部（１５，１７）は、前記ス
イッチ（１３）が押下されている場合に前記第２のモードでは動作せず、前記スイッチ（
１３）が押下されていない場合に前記第２のモードで動作可能であることを特徴とする。
【００４７】
　本発明においては、ヘアドライヤは、カバー体（３）がハウジング（１）に装着された
場合に押下されるスイッチ（１３）を備える。スイッチ（１３）が押下された場合、ヘア
ドライヤは第２のモードで空気を加温することはない。このため、カバー体（３）がハウ
ジング（１）に装着された状態では、第２のモードで空気が加温されない。
【００４８】
　本発明に係るヘアドライヤは、前記カバー体（３）が前記ハウジング（１）から離脱し
た状態で前記排気口（１２）に連結するように前記ハウジング（１）に装着されることが
可能なノズル（４）を更に備え、前記ノズル（４）は、前記ハウジング（１）に装着され
た状態で前記スイッチ（１３）を押下しない形状になっていることを特徴とする。
【００４９】
　本発明においては、ヘアドライヤは、カバー体（３）と交換でハウジング（１）に装着
されるノズル（４）を備える。ノズル（４）はスイッチ（１３）を押下しないようになっ
ている。このため、ノズル（４）がハウジング（１）に装着された状態では、ヘアドライ
ヤは高温まで加温した空気を放出することができる。
【００５０】
　本発明に係るヘアドライヤは、前記加温部（１５，１７）は、空気の温度が所定の温度
以上にならないようにすることを特徴とする。
【００５１】
　本発明においては、ヘアドライヤは、空気の温度が所定の温度以上にならないようにす
る。これにより、ヘアドライヤは、スイッチ（１３）が正常に動作しなかった場合でも空
気の温度が上昇しすぎないようにする。
【００５２】
　本発明に係るヘアドライヤは、前記カバー体（３）は、使用者の頭部に一部が接触して
前記頭部を刺激するための頭部刺激体（３３）を風路内に備えており、前記頭部刺激体（
３３）は、前記頭部に先端が接触するための複数の棒状体を有することを特徴とする。
【００５３】
　本発明においては、カバー体（３）には使用者の頭部を刺激する頭部刺激体（３３）が
設けられている。頭部刺激体（３３）は複数の棒状体（３３１）を有する。ヘアドライヤ
の使用時には、棒状体（３３１）が頭髪をかき分けて頭皮を刺激しながら、空気に含まれ
る帯電粒子が頭髪及び頭皮に作用する。
【００５４】
　本発明に係るヘアドライヤは、前記カバー体（３）は、凹面を有し該凹面が使用者の頭
部に対向するように前記頭部に被さるための椀状体（３４）を風路内に備えており、前記
椀状体（３４）は、空気を通過させる複数の孔（３４１）が形成されており、前記頭部に
接触するための複数の突起（３４２）が前記凹面に設けられていることを特徴とする。
【００５５】
　本発明においては、カバー体（３）には椀状体（３４）が設けられている。椀状体（３
４）には複数の孔（３４１）が形成されており、凹面には複数の突起（３４２）が設けら
れている。ヘアドライヤの使用時には、椀状体（３４）は凹面を使用者の頭部に対向させ
て頭部の一部に被さる。突起（３４２）が頭髪をかき分けて頭皮を刺激しながら、空気に
含まれる帯電粒子が頭髪及び頭皮に作用する。
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【符号の説明】
【００５６】
　１　ハウジング
　１１　吸気口
　１２　排気口
　１３　押下スイッチ
　１４　送風機
　１５　ヒータ
　１６　イオン発生ユニット（帯電粒子発生部）
　１７　制御部
　２　グリップ
　２１　操作部
　３　カバー体
　３１　開口部
　３３　頭部刺激体
　３３１　棒状体
　３４　椀状体
　３４１　孔
　３４２　突起
　４　ノズル

【図１】 【図２】
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